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議案第８号 

 

   令和元年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第１号） 

 

 元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成31年度松野町国民健康保険中央診療所特別

会計補正予算」の名称を「令和元年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算」とし、予算書における年度表記につ

いては、「平成31年度」を「令和元年度」と読み替えるものとする。 

 令和元年度松野町の国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ313,700千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

 

     令和２年３月10日提出 

 

松野町長 坂 本   浩 
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第 １ 表　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

  歳　入

-

入 院 収 入

外 来 収 入

一 般 会 計 繰 入 金

繰 越 金

雑 入

町 債

　合　　　　　　計

1

6

7

8

9

1

2

1

1

2

1

（単位:千円）

款 項

診 療 収 入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債

歳　　　　　　入　　　

2-

198,013

75,409

113,603

75,360

75,359

429

429

4,523

4,522

38,700

38,700

319,000

 補 正 前 の 額  

△26,059

△22,340

△3,719

21,000

21,000

589

589

770

770

△1,600

△1,600

△5,300

 補 正 額  

171,954

53,069

109,884

96,360

96,359

1,018

1,018

5,293

5,292

37,100

37,100

313,700

計



  歳　出

施 設 管 理 費

医 業 費

給 食 費

施 設 整 備 費

　合　　　　　　計

1

2

3

1

1

2

1

（単位:千円）

3 --

款 項

総 務 費

医 業 費

施 設 整 備 費

歳　　　　　　出　　　

202,216

201,310

50,980

35,549

15,431

25,507

25,507

319,000

 補 正 前 の 額  

△1,741

△1,741

△2,291

△1,231

△1,060

△1,268

△1,268

△5,300

 補 正 額  

200,475

199,569

48,689

34,318

14,371

24,239

24,239

313,700

計



第２表 地方債補正 
 

（変更） 

起債の目的 
補   正   前 補   正   後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

過疎対策事業 

（ハード事業分） 

千円 

26,500 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

年3.00％以内 

 

政府資金については、

その融通条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するも

のによる。 

 ただし、町財政の都合

により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰

上償還もしくは低利に

借換えすることができ

る。 

千円 

26,300 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

年3.00％以内 

 

政府資金については、

その融通条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するも

のによる。 

 ただし、町財政の都合

により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰

上償還もしくは低利に

借換えすることができ

る。 

 

過疎対策事業 

（ソフト事業分） 

 

12,200 

 

10,800 
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Ⅰ　歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳　　　　入)

1

6

7

8

9

5 --

１  総　　　括

平成31年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算に関する説明書

診 療 収 入

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債

　 歳 入 合 計 　

款

198,013

75,360

429

4,523

38,700

319,000

△26,059

21,000

589

770

△1,600

△5,300

171,954

96,360

1,018

5,293

37,100

313,700

 補 正 前 の 額   補 正 額  計

（単位:千円）



(歳　　　　出)

-

1

2

3

6-

款

総 務 費

医 業 費

施 設 整 備 費

　 歳 出 合 計 　

202,216

50,980

25,507

319,000

△1,741

△2,291

△1,268

△5,300

200,475

48,689

24,239

313,700

 補正前の額  補 正 額   計 

 補 正 額 の 財 源 内 訳  

 特 定 財 源  
 一 般 財 源  

 国県支出金  地 方 債   そ の 他  

△1,600

800

△800

△1,600

21,000

21,000

△21,141

△3,091

△468

△24,700

（単位:千円）



7 --

２　歳　　　入
１款  診療収入   １項  入院収入

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　          分 金　       額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

2. 社会保険診療報 1,000 △500 500  1. 現年分 △500 健保共済及び公費分

酬収入

3. 後期高齢者診療 60,000 △19,500 40,500  1. 現年分 △19,500 後期高齢者分

報酬収入

4. その他の診療報 2,501 △200 2,301  1. 現年分 △202 その他の診療報酬収入

酬収入  2. 未収繰越分 2 未収繰越分

5. 一部負担金収入 4,003 △900 3,103  1. 医療給付分現年 △914 国保分及び健保共済、後期高齢者分医療費一部負担金

分

 3. 医療給付分未収 14 未収繰越分

繰越分

6. 標準負担額収入 3,003 △1,240 1,763  1. 医療給付分現年 △1,242 国保分及び健保共済、後期高齢者分食事一部負担金

分

 3. 医療給付分未収 2 未収繰越分

繰越分

計 75,409 △22,340 53,069

１款  診療収入   ２項  外来収入

1. 国民健康保険診 20,000 △640 19,360  1. 現年分 △640 国保一般及び退職者医療分

療報酬収入

3. 後期高齢者診療 60,000 △2,880 57,120  1. 現年分 △2,880 後期高齢者分

報酬収入

4. その他の診療報 9,000 △200 8,800  1. 現年分 △200 その他の診療報酬収入

酬収入

5. 一部負担金収入 14,602 1 14,603  3. 医療給付分未収 1 未収繰越分

繰越分

計 113,603 △3,719 109,884

６款  繰入金   １項  一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金 75,359 21,000 96,359  1. 一般会計繰入金 21,000 一般会計繰入金

計 75,359 21,000 96,359
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７款  繰越金   １項  繰越金

目 補正前の額 補  正  額 計
節

区　          分 金　       額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 繰越金 429 589 1,018  1. 前年度繰越金 589 前年度繰越金

計 429 589 1,018

８款  諸収入   ２項  雑入

1. 雑入 4,522 770 5,292  1. 雑入 770 雑入

計 4,522 770 5,292

９款  町債   １項  町債

1. 過疎対策事業債 38,700 △1,600 37,100  1. 過疎対策事業債 △1,600 過疎対策事業債（ハード事業分）　　　　　　　　　　 △200

過疎対策事業債（ソフト事業分）　　　　　　　　　 △1,400

計 38,700 △1,600 37,100

歳入合計 319,000 △5,300 313,700



9 --

３　歳　　　出
１款  総務費   １項  施設管理費

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特　定　財　源
国県支出金 地方債 その他

一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

1. 一般管理費 201,310 △1,741 199,569 △1,600 21,000 △21,141 7. 賃金 △1,000 医師賃金

 9. 旅費 △100 費用弁償

 13.委託料 △141 デマンド監視委託料　　　　　　　　　　△17

事務業務委託料　　　　　　　　　　　 △100

レセプトシステム機器等保守委託料　　　△24

 19.負担金補助及 △500 県へき地医療拠点病院医師派遣負担金

び交付金

計 201,310 △1,741 199,569 △1,600 21,000 △21,141

２款  医業費   １項  医業費

1. 医療用機械 13,093 800 13,893 800  13.委託料 200 多機能診療支援システム構築委託料

器具費  18.備品購入費 600 医療用機械器具購入費

3. 医薬品衛生 18,200 △2,000 16,200 △2,000 11.需用費 △2,000 薬品費

材料費

4. 寝具費 1,016 △31 985 △31 14.使用料及び △31 基準寝具使用料

賃借料

計 35,549 △1,231 34,318 800 △2,031

２款  医業費   ２項  給食費

1. 給食費 15,431 △1,060 14,371 △1,060 11.需用費 △59 消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　 △4

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　△55

 13.委託料 △1,001 給食委託料　　　　　　　　　　　　 △1,000

昇降機保守管理委託料　　　　　　　　　 △1

計 15,431 △1,060 14,371 △1,060

３款  施設整備費   １項  施設整備費

1. 施設整備費 25,507 △1,268 24,239 △800 △468 15.工事請負費 △1,268 工事請負費

計 25,507 △1,268 24,239 △800 △468

歳出合計 319,000 △5,300 313,700 △1,600 21,000 △24,700



 


